
 

 

 

 令和２年１２月２４日 

 

 

加古川市長  岡田 康裕  様 

 

 

加古川市指定管理者選定評価委員会  

                        委員長 中本 淳   

 

 

指定候補者の選定及び指定管理者が行う施設の管理運営状況の評価について（答申) 

 

 

令和２年１２月１１日付け加行第５６９８号で加古川市長から諮問のあった標

記のことについて、本委員会において審議した結果、別紙のとおり答申します。 



  



       
加古川市指定管理者選定評価委員会 

答申書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１２月２４日 
 

別紙 



加古川市指定管理者選定評価委員会（以下、「委員会」という。）は、令和３年度から

指定管理者制度を導入する施設の指定管理者の選定にあたり、これまでの管理運営実績

を踏まえ、申請団体から提出された書類を審査しました。あわせて、申請団体を指定候

補者として選定することの妥当性や申請団体が指定候補者として適当であるかを審議

しました。 

また、令和元年度の指定管理者における管理運営状況の評価を実施するにあたり、指

定管理者から提出された書類を審査するとともに、指定管理者及び施設所管課にヒアリ

ングを実施しましたので、以下のとおり答申します。 

 

 

１ 公募によらない指定候補者の選定 

 

（１）選定方法 

選 定 方 式 採決方式 
評 価 方 法 提出された申請書類、申請団体への質疑応答の内容等について、委員

会で議論した後、全委員による多数決によって相手方を決定する。  
（２）選定結果 

施 設 名 称 （仮称）加古川休日・夜間急病センター 
指定 候補 者 公益財団法人東播臨海救急医療協会 
団体の所在地 加古川市米田町船頭５－１ 
指 定 期 間 令和３年１１月１日から令和８年３月３１日まで 
選定理由及び講評  
 

当該施設の管理運営を主たる目的とした団体であり、従前の加古川夜間急病センター

の管理運営も適切になされており、専門性を生かし今後も同様の成果が十分に期待され

ることから、公募によらず、当該施設の指定候補者とすることが適切であると判断する。     



２ 指定管理者の管理運営状況の評価 
 

（１）評価結果 
施 設 名 称 加古川市立別府公民館 
指定 管理 者 別府公民館管理運営委員会 
施設 所管 課 教育指導部 社会教育・スポーツ振興課 
評 価 結 果 施設の維持管理運営については、適正になされています。 
講 評   
・地域の拠点として運営されており、利用者のニーズに応じた積極的な事業展開、管理

運営が行われていることは評価できる。 
・既存の利用者だけでなく新規利用者を見込める事業展開を図るなどして、新たな公民

館のあり方を模索することを期待したい。     
施 設 名 称 加古川市立尾上公民館 
指定 管理 者 尾上公民館運営管理委員会 
施設 所管 課 教育指導部 社会教育・スポーツ振興課 
評 価 結 果 施設の維持管理運営については、適正になされています。 
講 評   
・地域の拠点として運営されており、利用者のニーズに応じた積極的な事業展開、管理

運営が行われていることは評価できる。 
・繰越金の使途・運用については、市と十分に協議されたい。 
・既存の利用者だけでなく新規利用者を見込める事業展開を図るなどして、新たな公民

館のあり方を模索することを期待したい。     



施 設 名 称 加古川総合文化センター 
指定 管理 者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス 
施設 所管 課 協働推進部 ウェルネス推進課 
評 価 結 果 施設の維持管理運営については、適正になされています。 
講 評   
・事業計画に基づいた特色ある事業を行い、セキュリティ面や、指定管理者変更に伴う

利用者の不安に配慮しながら丁寧な管理運営ができていることは評価できる。 
・新型コロナウイルス感染症の影響等により、文化施設の運営は困難を極めているとこ

ろであるが、将来的に稼働率や利用者数、利用料金収入の増加につなげるために、事

業の見直しや効果的な広報の検討を期待したい。    
施 設 名 称 加古川市立松風ギャラリー 
指定 管理 者 加古川市美術協会 
施設 所管 課 協働推進部 ウェルネス推進課 
評 価 結 果 施設の維持管理運営については、適正になされています。 
講 評   
・地域に根差した文化施設として、世界三大ピアノの試弾や地元ゆかりの芸術家の招致

など、施設の特色や指定管理者の人的ネットワークを活用しながら工夫を凝らした事

業を行っていることは評価できる。 
・新型コロナウイルス感染症の影響等により、文化施設の運営は困難を極めているとこ

ろであるが、対策を講じながら今後も加古川の芸術文化の振興に寄与されたい。       



施 設 名 称 日岡山公園グラウンド 

日岡山公園第１・第２テニスコート 

日岡山市民プール 
指定 管理 者 ミズノグループ 
施設 所管 課 協働推進部 ウェルネス推進課 
評 価 結 果 施設の維持管理運営については、適正になされています。 
講 評   
・日岡山公園内７施設一括での指定管理を行っている点を生かし、施設同士で連携した

事業や各施設間の効率的なスタッフの配置・運営を行っていることは評価できる。 
・利用者数や利用料金収入が安定していることは評価できる。 
・観光協会など他団体と積極的に協力してスポーツの枠組みを超えた事業を実施してい

ることは評価できる。 
・引き続き地域と連携しながら、より加古川の活気・繁栄に寄与することを期待したい。   

 

３ 委員会構成 
 

委  員   中本  淳    兵庫大学現代ビジネス学部准教授 

委  員   青木  健    近畿税理士会加古川支部税理士 

委  員   浅見 太郎   近畿税理士会加古川支部税理士 

委  員    東  恵美   市民の中から市長が選任した者 

委  員   井上  愛    市民の中から市長が選任した者 

 

 

４ 経過 
 

日 程 議 事 
令和２年１２月１１日（金） 第２回加古川市指定管理者選定評価委員会 

（指定候補者の選定、指定管理者の管理運営の評価、 
答申の作成）  


